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第 2 次豊橋市都市計画道路見直しについて 

 

1. 都市計画道路とは 

都市計画道路は、円滑な都市活動を支えるとともに、都市の骨格を形成し、貴重な

空間となる根幹的な都市施設として都市計画法に基づき決定された道路のことであ

り、以下の機能を有する。 

 

道路を都市計画に位置付ける主な意義は以下のとおり。 

① 道路の整備に必要な区域をあらかじめ明確にすること 

② 土地利用や都市施設相互の計画の調整を図ることにより、総合的、一体的に都市

の整備、開発を進めること 

③ 将来の道路事業の円滑な施行を確保するため建築制限を行うこと 

都市計画決定された道路の
区域は、木造、鉄骨造等で、
地階を有しない2階建て以下
の建築物しか建てられない
建築制限がかかっています。
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2. 都市計画道路の見直しの必要性 

本市の都市計画道路は令和 7 年３月末現在、56 路線、延長約 252km あり、そ

のうち整備済み区間は約 186ｋｍ、進捗率は約 73％である。一方、未整備区間は

約 66kｍ残っており、その大半は都市計画決定されてから既に 30 年以上経過して

いる。  

その結果、未整備区間内の民有地への建築制限が長期に及び、有効な土地利用を妨

げてしまうことも懸念される。これらの未整備区間の半分以上は高度経済成長期まで

に計画決定されたものであり、計画決定時から現在にかけて社会経済情勢などが変化

してきていることから、計画の必要性などを再検証する必要がある。 

 

3. 都市計画道路の見直しについて 

本市では、平成 28 年 3 月に「豊橋市都市計画道路見直し結果」を策定・公表し、

令和２年に 9 路線（県 2 路線、市 7 路線）の都市計画の変更・廃止をした。 

「豊橋市都市計画道路見直し結果」を公表してから概ね 10 年が経過し、道路整備

が進捗するとともに、道路交通量の調査が新たに公表されるなど社会情勢が変化して

きているため、都市計画道路の「存続」や「廃止候補」などの方向性を見直すことを

目的として都市計画道路の見直しを実施するものである。見直しは、令和７年度と令

和８年度の 2 年をかけて行うもので、令和７年度は、道路の交通状況や整備状況を

把握するとともに、都市計画道路の将来交通量の推計を行い、優先整備路線の方針を

検討し、令和 8 年度は路線毎に必要性や実現性の評価を実施し、都市計画道路の「存

続」や「廃止候補」などの路線に整理していく。その後、「廃止候補」などの路線に

ついては、愛知県との協議などを行いながら、都市計画手続きを進めていく。 
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4. 都市計画道路見直しの基本的な考え方 

 都市計画道路の見直しにあたっては、「愛知県都市計画道路見直し方針（平成 30

年 8 月愛知県）」などを参考に行う。主な基本的な考え方は以下のとおり。 

① 未着手区間について見直しを検討 

都市計画道路のうち、特に未着手区間について、必要性などを判断し、計画の廃止、

変更等を検討する。 

② 社会経済情勢の変化などを考慮して必要性を検証 

未着手区間の多くは計画決定後かなりの年数が経過しているため、現在の社会経済

情勢などを考慮した上で、評価項目を設定し、必要性を検証する。 

③ 財政負担の軽減、既存ストックの有効活用を考慮して代替性を検証 

都市計画道路については、これまで計画に従い順次整備を進めてきたが、路線によ

っては事業着手までにかなりの期間を要することが懸念されるものもあり、また、

益々厳しくなることが予想される財政状況などから、既存ストックを有効活用した道

路整備への転換が求められる。 

そのため、未着手区間の付近の現道で、その機能を代替できないか検証し、代替で

きる場合、当該路線の計画の廃止を検討する。 

 

5. 都市計画道路見直しのスケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 全体計画

令和７年度

・道路交通状況の把握
・上位、関連計画等の整理
・将来交通量推計（現状整備、段階整備、全整備）
・優先整備路線の方針の検討
・関係機関協議（国、県）

令和８年度

・都市計画道路見直し方針の検討
・将来交通量推計（見直し反映）
・都市計画道路カルテの更新
・将来都市計画道路ネットワーク案の作成
・関係機関協議（国、県）

令和９年度 ・公表

令和１０年度
以降

・必要に応じて都市計画変更
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6. 都市計画道路見直しの検討体制（予定） 

学識経験者など以下のとおり委員を構成する。 

 

 

 

委員 人数 備考

学識経験者 3 豊橋技術科学大学など

国土交通省 2 中部地方整備局名四国道事務所など

愛知県 2 都市計画課、東三河建設事務所

内部委員 2
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参考資料
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